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1 R3.10.11 R3.12.6 私立学校教育助成金調査表（B表）「Ⅰ　教職員関係」の「１学校別教職員数調査表」のデータベースから抽出して作成した文書 10 1
生活文化局私
学部私学振興
課

2 R3.11.22 R3.12.6

○月○日○○と○○の面談に関するメモや内容が分かる文書
○月○日の○○の記者会見場の使用申請書及び許可関係の文書
○○の報酬の寄付先が分かる文書（2021年○月○日現在）

1
当該公文書は、実施機関において作成及び取得しておらず、存在しな
いため。

生活文化局広
報広聴部情報
公開課

3 R3.11.22 R3.12.6 別添の法務省出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係の補正文書の（１）～（15）の全部 1
当該公文書は、実施機関において作成及び取得しておらず、存在しな
いため。

生活文化局広
報広聴部情報
公開課

4 R3.11.23 R3.12.7
レク資料（令和２年○月○日）
会議等議事要旨記録票

3 1
生活文化局広
報広聴部情報
公開課

5 R3.11.23 R3.12.7

開示請求に対する公文書開示の際に、「黒塗り」に加え、非開示部分を紙色で塗り、非開示部分の有無まで隠蔽せしめる、いわゆる
「白塗り」を、都知事が承認し現実に運用されていると報道されたことに関し、②「白塗り」は、明示的なマスキング（黒塗り）と
異なり、公文書改竄・隠蔽に当たるとも考えられるところ、都が行った法的検討プロセスおよび法的見解の分かる一切の文書。本件
は極めて重大かつ深刻な問題であるから、規定の２週間以内の全部開示を求める。なお、本開示請求に対し、「白塗り」が行われた
場合には、不服審査請求および行政訴訟に及ぶ用意があることを申し添える。

1
当該公文書は、実施機関において作成及び取得しておらず、存在しな
いため。

生活文化局広
報広聴部情報
公開課

6 R3.10.25 R3.12.10
私立学校教育助成金調査表（A表）「２　事業活動収支計算書（令和2年度決算）」「３　貸借対照表（令和2年度）」（学校法人○
○ほか165法人）

332 1 1
開示により法人の収入・支出及び財産状況を相当程度具体的に把握す
ることが可能となり、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会
的地位が損なわれると認められるため。

生活文化局私
学部私学行政
課

決定区分 （根拠規定）条例7条
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決定区分 （根拠規定）条例7条

7 R3.11.28 R3.12.10 ○○株式会社（法人番号：○○）（本店：○○）に関する消費生活相談その他の相談に関する一切の文書。 1 1 1

消費生活相談情報は公にすることを前提としておらず、公にすること
は、相談者との信頼関係を損ない、今後、消費生活センターへの相談
をためらうことで、相談者の被害回復の機会を損なうなど、業務の適
正な執行に支障を及ぼすおそれがある。また、本件情報が公にされる
ことで、特定事業者に関して消費生活相談が寄せられた内容等が明ら
かとなり、事業者との事実確認や交渉等において、その協力や情報を
得ることができなくなるなど、相談業務の適正な執行に支障を及ぼす
おそれがある。（条例第７条第６号該当）当該事業者が違法・不当な
活動を行っている事実があるとの判断を招き、当該事業者の信用や競
争上又は事業運営上の地位が損なわれるなど社会的信用の低下を招く
おそれがある。（条例第７条第３号該当）

生活文化局
消費生活総合
センター相談
課

8 R3.12.3 R3.12.21 認定審査チェックリスト（絶対値）及び（相対値・原則） 29 1 1
当該事項は、認定審査における具体的な審査の判断に係る部分であ
り、公にすることにより、行政の事業の適正な遂行に支障を及ぼすお
それがあるため。

生活文化局都
民生活部管理
法人課

9 R3.12.16 R3.12.23

 情報公開事務の手引き上の第６条第２項「補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない」規定の趣旨３（２）「相
当な期間」とは、開示請求者の場合を２０１頁の東京都情報公開条例の施行について（通達）の第６条関係　第１趣旨―３（２）２
０９頁、以上は実施機関の補正期間の定め欠く為、実施機関の決定を行うまでの補正期間の許容範囲の分かるものを求める。（日数
分かるもの）

1

東京都情報公開条例第６条第２項に規定する「相当の期間」について
は、東京都情報公開条例の施行について（通達）第６条関係第１　３
（２）において「開示請求者が補正をするのに足りる合理的な期間を
いう。」としており、実施機関では個別具体的な日数を定めていない
ことから、当該公文書は作成及び取得しておらず存在しないため。

生活文化局広
報広聴部情報
公開課

10 R3.12.20 R3.12.27

レク資料（令和２年○月○日）
２生広情第○○号「東京都情報公開事務取扱要綱等の一部改正について」
令和３年○月○日付２生広情第○○号「東京都情報公開事務取扱要綱等の一部改正について（通知）」（知事部局宛て）
令和３年○月○日付２生広情第○○号「東京都情報公開事務取扱要綱等の一部改正について（通知）」（他実施機関宛て）

311 1
生活文化局広
報広聴部情報
公開課


